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和光市窓口キャッシュレス決済導入業務

公募型プロポーザル実施要領

１ 業務の目的

市役所窓口におけるキャッシュレス決済を導入することにより、市民の利便性を向上させるととも

に、職員の業務負担軽減や業務効率化を図ることを目的とする。

２ 業務の概要

(1) 業務名称

和光市窓口キャッシュレス決済導入業務

(2) 業務内容

別紙１「和光市窓口キャッシュレス決済導入業務委託仕様書」のとおり

(3) 業務期間

① イニシャルコストに係る契約

契約締結日から令和８年９月３０日（水）

② ランニングコストに係る契約

令和８年１０月１日（木）から令和９年３月３１日（水）

(4) 提案限度額

① ６０か月総額（機器調達費＋保守料＋利用料） 10,155,000 円（税込）

② 令和 8年度の上限額

・イニシャルコスト（機器調達費＋保守料）8,189,000 円（税込）

・ランニングコスト（利用料 令和８年１０月分から令和９年３月分）269,000 円（税込）

※令和８年度のランニングコストには、年払いのライセンス料等が含まれることを想定し

ているため、次年度以降の費用と均等割になりません。各費用を算定のうえ、60か月

総額が①の上限額に収まるように提案してください。

３ 参加資格要件

本業務のプロポーザルに参加できる者は、次の要件をすべて満たすものとする。

(1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第１６７条の４の規定に該当する者でないこと。

(2) 和光市の入札参加停止措置を受けている者でないこと。

(3) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法（平

成 11年法律第 225号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされていないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条に規定する

暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと。

(5) 別紙１「和光市窓口キャッシュレス決済導入業務委託仕様書」に掲げる業務が遂行できること。

(6) 過去５年以内において、地方公共団体との間でキャッシュレス決済の導入及び運用の実績を有

していること。

(7) 本業務を遂行するにあたり、本市との連絡、調整、打合せ等を円滑に行い得る能力を有してい

ること。
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４ 業務スケジュール

５ 募集方法

(1) 公募開始年月日 令和８年４月１５日（水）

(2) 公募要領等の配布方法

印刷物での配布は行わないため、和光市ホームページからダウンロードすること。

６ 質問書の受付及び回答

(1) 質問書の受付

① 質問方法

質問書（様式第 2号）を記入し、電子メールにより提出すること。また、送信後は、必ず担

当課へ電話により受信確認をすること。

② 質問受付期間

令和８年４月１５日（水）から４月２２日（水）まで

※電話及び口頭による質問や期限後の質問については、一切受け付けない。

(2) 質問書の回答

質問書に対する回答は、令和８年４月２８日（火）までに、和光市のホームページにおいて、

質問事項及び回答内容を公表するものとする。

７ 参加申込の手続き

(1) 申請書及び提案書提出期間

令和８年４月１５日（水）から５月１１日（月）１７時まで

(2) 提出書類

① 参加申込書（様式第１号）

② 企画提案書（任意様式）

※会社概要、他自治体の導入実績については必ず記入すること。

③ 見積書（任意様式）は以下の項目ごとに作成すること

・６０か月総額（機器調達費＋保守料＋利用料）

・イニシャルコスト（機器調達費＋保守料）

実施内容 期日等

公募開始 令和８年４月１５日（水）

質問書の受付期間 令和８年４月１５日（水）から４月２２日（水）まで

質問書の回答 令和８年４月２８日（火）

参加申込及び提案書提出期間 令和８年４月１５日（水）から５月１１日（月）１７時まで

プレゼンテーション及び質疑

応答
令和８年５月２０日（水）

審査結果通知 令和８年５月下旬予定

契約締結 令和８年５月末予定

運用開始 令和８年１０月１日（木）
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・ランニングコスト（利用料、令和 8年 10月分から令和 9年 3月分）

※参考値見積として、６０か月分も併せて提出すること。

・決済代行手数料（決済手段・ブランド別）

(3) 企画提案書に関する作成要領

企画提案書は、本実施要領及び別紙「和光市窓口キャッシュレス決済導入業務委託仕様書」に

基づき作成すること。また、以下の注意点について、確認し作成すること。

① 使用する言語は日本語、単位は計量法（平成４年法律第 51号）に定めるもので、通貨単位

は円、時刻は日本標準時とする。

② 書類のサイズはＡ４を基本とし、Ａ３サイズ以上のものは、Ａ４サイズに折りたたむこと。

③ 印刷は両面印刷とし、企画提案書の表紙及び目次を除き 30ページ以下とすること。

④ 文字のポイントは、原則 12ポイント以上とし、見やすさ、分かりやすさに注意すること。

ただし、図表内の文字はこの限りではない。

⑤ 記述に当たっては、専門家以外が読んでも理解できるよう工夫すること。

⑥ 提出期限以降の差替えは認めない。

(4) 提出部数

提出部数は正本１部、副本６部とする。

(5) 提出方法

持参又は郵送によること。なお、持参の場合の受付時間は平日の 9時から午後 5時までとし、

郵送の場合は受付期間の末日必着とする。

(6) 提出場所

「１４ 問い合わせ・提出先」参照

８ 一次審査の実施

本プロポーザルに参加表明した事業者が５者を超えた場合、一次審査として書類審査を行い、５

者を選定する。また、参加表明が５者以下の場合は、参加資格要件を満たしたすべての事業者を対

象とする。

９ 選定方法

(1) 本選定は、「和光市窓口キャッシュレス決済導入業務選定委員会」において、書類審査及びプレ

ゼンテーションによるヒアリング審査を行い、本業務の履行に最も適した事業者を選定する。

(2) 事業者選定における評価は、以下の基準により行う。

【主な項目】

① セミセルフレジ・キャッシュレス決済端末の機能・操作性

② 指定納付受託者

③ 保守・サポート体制

④ 提案価格

⑤ 導入実績

⑥ 独自提案

(3) 事業者の選定は、書類審査及びプレゼンテーションによるヒアリング審査を行う。

① 日程 令和８年５月２０日（水）
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② 場所 和光市役所

③ 持ち時間 １者あたり 50分（準備・片付け 10分、説明 25分、質疑応答 15分）以内

④ 説明方法

パワーポイント等の資料を用いた口頭説明。デモ機等を用いた実演も可とする。ただし、デ

モ機等を使用する場合も準備片付けを 10分以内で行うこと。

⑤ 留意事項

説明者は３名以内とする。スクリーン及びプロジェクターは市で用意するが、その他必要な

機材（パソコン等）は参加者が用意するものとする。

※上記の日程等は現状での予定であり、変更となる可能性があるため、参考とすること。日時

や審査方法等の詳細については、提案者に別途通知する。

(4) 選定における審査の結果、各選定委員の評価点の平均点数が 70点以上の者のうち、評価点が

最も高い者を優先交渉権者とし、次に高い者を次点者とする。

１０ 選定結果の通知

選定委員会における審査結果は、全ての参加者に通知するものとする。なお、本プロポーザル

に関する一切の事項について、異議その他苦情を申し出ることはできない。

１１ 契約

選定された優先交渉権者からの提案内容をもとに、履行条件などの協議、調整等（以下「協議

等」という。）を行い、この協議等が整い次第、契約を締結する。

この場合において、当該優先交渉権者との協議等が整わない場合には、次点者を新たに優先交

渉権者とし、改めて協議等を行うものとする。

１２ 参加資格の喪失

次のいずれかに該当する場合は、提出された企画提案書等を無効とし、本プロポーザルへの参加

資格を失う。

(1) 実施要領に定める参加資格要件を満たさない又は優先交渉権者決定までの間に資格要件を満た

さなくなった場合。

(2) 参加申込みに係る書類が、提出期限後に提出された場合

(3) 提出書類に虚偽の記載があった場合

(4) 提案見積額が提案限度額を上回る場合

(5) 指定する様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しない場合

(6) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合

(7) プレゼンテーションによるヒアリング審査に参加しない場合

(8) その他、本市が不適当と認める場合

１３ その他留意事項

(1) １提案者につき、提案は１件とする。

(2) 提案する事業者が１者のみの場合においても、審査を行うものとする。

(3) 本プロポーザルに係る費用については、全て提案者の負担とする。
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(4) 参加申込書を提出後、参加を辞退する場合は、辞退届（様式第 3号）を提出すること。

(5) 提出された書類は、返却しない。

(6) 提出された書類は、必要に応じて複製する場合がある。

(7) 提出された書類は、本プロポーザルの目的以外には使用しない。ただし、和光市情報公開条例

による情報公開請求がなされた場合は、同条例の規定に基づき対応する。

１４ 問い合わせ・提出先

和光市総務部デジタル推進課デジタル統計担当

住 所 〒３５１－０１９２ 和光市広沢１－５

電 話 ０４８（４２４）９０９２

Ｅメール a0300@city.wako.lg.jp


